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任
華
の
自
薦
と
文
学

は
じ
め
に

古
来
、
仕
進
を
翼
う
知
識
人
に
と
っ
て
、
「
知
己
」
「
良
媒
」
と
の

出
会
い
は
、
自
己
の
命
運
を
左
右
す
る
重
大
な
関
心
事
噌
で
あ
っ
た

が
、
支
試
の
制
度
が
整
備
さ
れ
た
唐
代
で
も
、
そ
れ
は
同
様
で
あ
っ

た
。
彼
ら
は
権
貴
有
力
者
の
知
遇
を
得
る
た
め
に
そ
の
門
に
近
づ

き
、
宴
席
に
侍
り
詩
文
を
呈
上
し
て
推
貌
の
機
を
待
つ
。
一
方
、
権

交
有
力
者
に
と
っ
て
有
能
な
知
識
人
の
発
掘
登
用
は
、
自
己
の
権
勢

の
拡
大
や
「
人
を
知
る
」
と
い
う
評
価
の
獲
得
に
つ
な
が
る
。
両
者

は
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
を
秘
め
た
売
り
手
と
買
い
手
の
関
係
な
の
で
あ

る
が
、
売
り
手
の
商
品
た
る
「
文
」
を
貰
う
か
否
か
の
決
定
権
は
全

て
買
い
手
が
握
っ
て
い
る
か
ら
、
一
両
者
の
力
関
係
は
歴
然
た
る
も
の

で
あ
る
。
権
資
有
力
者
に
と
っ
て
、
推
磁
を
期
待
す
る
詩
人
群
は
蕗
一

仁コ

i可

木

i舟
主久

重

芥
に
も
等
し
い
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
と
は
言
う
も
の
の
、
彼
ら
と
て

「
文
」
を
負
う
て
当
世
に
鰐
祝
す
る
大
志
を
抱
く
知
識
人
で
あ
る
。

無
為
無
言
の
ま
ま
買
い
手
市
場
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に
頑
強
に
抵
抗

す
る
者
も
、
唐
代
中
期
に
現
れ
た
。
自
己
の
「
文
」
へ
の
衿
侍
と
所

与
の
境
遇
と
の
爾
絶
の
大
き
さ
が
、
彼
ら
の
声
高
な
発
ニ
一
一
口
を
生
む
の

で
々
の
る
。

任
華
と
い
う
人
物
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
権
貴
に
対
す
る
泡

(
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)

 

弊
に
も
似
た
上
警
に
よ
っ
て
、
後
世
一
ー
狂
潟
之
流
」
と
評
さ
れ
る
。

吉
来
、
「
狂
猫
」
は
、
時
代
の
不
合
理
や
矛
盾
を
尖
鋭
に
突
く
者
に

付
せ
ら
れ
る
冠
詞
で
も
あ
る
。
「
狂
狽
」
な
る
任
華
が
ど
の
よ
う
に

時
代
に
立
ち
向
か
い
、
時
代
が
ど
の
よ
与
に
彼
に
反
応
し
た
か
を
見

つ
め
る
こ
と
は
、
そ
の
時
代
な
ら
び
に
知
識
人
の
精
神
の
一
端
を
照

射
す
る
手
懸
り
と
も
な
ろ
う
。
こ
れ
が
小
論
の
意
図
で
あ
り
、
任
華

を
中
心
と
し
な
が
ら
、
彼
よ
り
も
先
人
で
あ
る
王
冷
然
(
六
九
三
J
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七
二
五
)
に
も
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
。

任
事
十
の
生
卒
年
は
不
明
で
あ
る
。
彼
の
関
慌
に
関
し
て
も
、
彼
が

楽
安
(
山
東
省
博
典
県
)
の
任
氏
と
い
う
寒
族
の
出
で
、
玄
宗
か
粛

宗
の
治
世
に
秘
書
省
校
喜
郎
と
な
り
、
大
暦
十
年
(
七
七
五
)
前
後

に
桂
州
制
約
史
・
桂
管
防
禦
観
察
使
李
同
日
峻
の
幕
府
の
参
佐
と
な
っ
て

桂
林
に
赴
き
、
貞
一
克
四
年
(
七
八
八
)
以
前
に
は
長
安
に
一
皮
っ
て
い

た
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
解
ら
な
い
。
今
に
残
る
作
品
は
、
詩
三
首
・
賦

一
首
・
上
部
一
間
四
熊
e

序
十
八
篇
・
讃
一
篇
の
計
二
十
四
篇
の
み
で
あ

る
が
、
そ
の
著
作
活
動
は
天
宝
六
載
(
七
回
七
)
ご
ろ
か
ら
点
元
四

年
ご
ろ
に
至
る
四
十
余
年
に
わ
た
っ
て
い
る
。
彼
は
お
そ
ら
く
玄
宗

の
関
元
年
間
の
生
ま
れ
で
、
安
・
史
の
大
乱
を
は
さ
み
、
大
麿
の
中

(
2
)
 

興
の
時
代
を
経
て
、
徳
宗
の
貞
一
克
年
間
ま
で
生
き
た
こ
と
に
な
る
。

彼
の
四
篇
の
上
書
は
、
王
定
保
『
唐
掠
言
』
巻
十
一
「
怨
怒
」
の

項
に
附
載
さ
れ
た
「
慾
産
」
の
条
に
収
め
ら
れ
、
権
衰
を
揮
る
こ
と

の
な
い
誼
一
一
一
一
口
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
の
概
略
に
つ
い
て
諮

る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
上
厳
大
夫
践
」
は
厳
武
(
七
二
七
?
七
六
五
)
に
上
呈
さ
れ
た

文
書
で
あ
る
。
厳
武
は
代
宗
の
宝
応
二
年
(
七
六
三
、
七
月
に
広
徳

元
年
と
改
元
)
正
月
に
、
京
兆
ヰ
ア
兼
制
御
史
大
夫
と
な
っ
て
成
都
か
ら

長
安
に
帰
り
、
麦
秋
ご
ろ
に
京
兆
予
兼
吏
部
侍
郎
と
な
る
ま
で
御
史

大
夫
を
兼
任
し
て
い
る
か
ら
、
任
事
十
の
こ
の
「
践
」
は
七
六
三
年
前

半
に
警
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

任
華
は
智
頭
「
逸
人
」
と
名
乗
り
、
か
つ
て
秘
書
省
校
書
郎
で
あ

り
、
そ
の
後
久
し
く
巌
獲
に
隠
居
し
て
い
た
と
述
べ
た
あ
と
、
厳
武

に
上
警
す
る
理
由
を
語
る
。

今
者
、
綴
魚
釣
、
詰
旋
磨
、
非
求
策
、
非
求
利
、
非
求
名
、
非

求
施
。
是
将
観
術
仰
、
察
浅
深
。
何
也
、
公
若
帯
綴
貴
之
色
、
移

夙
昔
之
容
、
自
謂
威
足
凌
物
、
不
能
櫨
接
於
人
、
則
公
之
浅
深
、

於
是
見
失
。
公
若
務
於
招
延
、
不
隔
卑
媛
、
念
半
面
之
裳
日
、
週

一
親
限
於
片
時
、
則
公
之
厚
徳
、
未
易
量
也
。
惟
執
事
少
留
一
意
駕
。
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任
華
が
偲
処
か
ら
厳
武
の
前
に
姿
を
現
わ
し
た
の
は
、
厳
武
の
起

居
振
舞
い
を
観
察
し
て
そ
の
人
柄
の
浅
深
を
見
極
め
る
た
め
で
あ

っ
、
彼
が
「
も
し
議
貴
の
色
を
帯
び
、
夙
昔
の
春
を
移
し
、
自
ら
威

お

t
b

け
一
物
を
凌
ぐ
に
足
る
と
謂
ひ
、
人
に
礼
接
す
る
能
は
ざ
れ
ば
」
、
そ

れ
は
浅
薄
な
人
間
性
の
一
証
明
で
あ
り
、
「
も
し
招
延
に
務
め
、
卑
践

を
縞
て
ず
、
半
面
の
議
日
を
念
ひ
、
親
眼
を
片
時
に
廻
ら
す
」
な
ら

ば
、
測
り
知
れ
な
い
淳
徳
を
示
す
こ
と
に
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
任
華
は
、
君
子
は
他
人
の
美
を
成
就
さ
せ
る
も
の
、
自
分

も
士
君
子
の
一
人
と
し
て
厳
公
の
美
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
、
「
薬



石
の
午
一
一
口
」
を
献
上
し
て
厳
公
の
の
疾
」
を
療
や
し
て
差
し
上

げ
ま
し
ょ
う
と
前
置
き
を
し
て
、
本
題
に
入
る
。

何
者
、
品
同
国
今
天
下
有
殻
諌
之
士
、
成
皆
不
滅
於
先
侍
郎
怠
〈
、
然

失
在
於
偲
、
関
在
於
怒
。
立
易
臼
、
謙
議
君
子
、
卑
以
自
牧
。
論

一
訪
日
、
君
子
之
、
道
、
忠
恕
部
己
失
。
公
之
頃
者
、
似
不
務
此
道
。

非
恐
訴
於
君
子
。
亦
懸
招
怒
於
時
人
。
絹
患
之
機
、
怨
鱗
之
府
、

最
在
利
朗
相
撃
、
抜
戟
棺
撞
。
其
亦
在
於
緋
色
相
子
、
奔
捧
失
節
。

任
華
は
ま
ず
、
当
今
の
天
下
の
殻
一
課
の
土
の
一
一
一
一
口
と
し
て
、
「
(
厳
公

お
ご

は
〉
先
侍
郎
に
減
ら
な
い
が
、
欠
点
は
侶
り
怒
る
こ
と
に
在
る
」
と

い
う
世
評
を
示
す
。
「
先
侍
郎
」
と
は
厳
武
の
父
の
厳
挺
之
で
、
関

元
年
間
に
刑
部
・
吏
部
・
中
警
の
各
侍
郎
を
歴
任
し
て
お
り
、
『
新

唐
護
』
本
伝
に
は
「
挺
之
交
併
を
重
ん
じ
、
生
死
を
許
与
し
て
易

へ
ず
、
故
人
の
孤
女
を
嫁
せ
し
む
る
こ
と
数
十
人
、
当
時
こ
れ
を
重

ん
ず
」
と
記
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
厳
武
は
こ
の
父
に
劣
ら
ぬ
人
材

で
あ
る
も
の
の
、
侶
り
た
か
ぶ
っ
て
怒
り
を
露
わ
に
す
る
こ
と
が
欠

点
で
あ
る
と
任
華
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
易
』
「
謙
」

卦
の
辞
や
『
論
一
訪
問
』
「
皇
仁
」
の
勾
を
引
き
、
自
ら
を
卑
く
し
忠
恕

を
抱
く
こ
と
こ
そ
君
子
た
る
者
の
使
命
で
あ
る
と
述
べ
た
の
ち
、

こ
の
ご
る

「
公
の
頃
は
、
此
の
道
に
務
め
ざ
る
に
似
た
り
」
と
断
じ
、
禍
患
・

怨
鱗
は
剣
戟
で
打
ち
合
う
こ
と
か
ら
で
な
く
、
一
一
一
一
口
動
の
不
遜
か
ら
生

ま
れ
る
の
だ
と
続
け
る
。

さ
ら
に
、
任
華
は
、
孫
秀
の
た
め
に
罪
を
獲
た
潜
岳
、
鍾
会
の
図

る
所
と
な
っ
た
務
康
の
例
を
挙
げ
た
の
ち
、

必
能
遇
土
刻
該
於
倍
、
撫
下
期
宏
以
怒
。
是
可
以
長
守
富
貴
、

市
無
菱
危
牟
〈
。
成
人
之
美
、
在
此
荷
己
実
。
念
之
哉
。

と
、
信
倣
を
改
め
寛
恕
の
心
を
も
っ
て
人
に
接
す
れ
ば
、
長
く
富

貴
の
身
を
保
持
で
き
る
と
述
べ
る
。

任
華
が
繰
り
返
し
倍
倣
を
戒
め
る
、
厳
武
と
は
、
そ
も
い
か
な
る
人

物
な
の
か
、
『
出
唐
室
開
』
本
伝
に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。
彼
が
上
元

二
年
(
七
六
一
〉
十
二
月
に
成
都
予
・
剣
南
節
度
使
と
し
て
赴
任
し

た
お
り
、
か
つ
て
宰
穏
と
し
て
自
分
を
給
事
中
に
抜
擢
し
て
く
れ
た

恩
人
の
一
房
沼
が
管
内
の
漠
州
制
約
史
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
が
、
厳
武
は

一
局
穏
に
「
騒
倍
」
し
て
礼
を
為
さ
な
か
っ
た
。
二
度
に
わ
た
る
成
都

ほ
し
い
ま
ま

弔
ア
・
剣
南
節
度
伎
と
し
て
の
職
務
遂
行
ぶ
り
は
、
「
志
を
障
に
し
欲

た

く

ま

ほ

し

い

ま

ま

を
遣
し
く
し
、
怒
に
猛
政
を
行
」
い
、
「
徴
紋
」
を
厳
に
し
て
「
警

擦
を
極
」
め
、
窮
地
を
「
痘
掲
に
歪
」
ら
し
め
た
。
八
歳
で
父
の
愛

妾
を
撲
殺
し
、
節
度
伎
と
な
っ
て
は
意
に
副
わ
ぬ
管
内
の
刺
史
を
杖

殺
す
る
な
ど
に
示
さ
れ
る
直
情
径
行
の
性
格
は
、
軍
事
面
に
お
い
て

は
好
結
果
を
も
た
ら
し
、
し
ば
し
ば
厳
武
に
敗
北
し
た
吐
蕃
は
、
そ

の
威
を
恐
れ
て
国
境
を
犯
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。
彼
の
人
と
な
り
は

一a

性
も
と
狂
蕩
に
し
て
、
事
を
夜
て
は
多
く
胸
臆
に
率
ふ
」
と
総
括

さ
れ
、
論
賛
で
は
つ
狂
夫
」
と
も
評
さ
れ
る
。
厳
武
は
ま
さ
に
権
勢
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を
背
に
感
情
の
赴
く
ま
ま
に
威
令
を
行
う
人
物
な
の
で
あ
る
。

こ
の
厳
武
に
対
し
て
任
華
は
「
践
」
を
上
呈
し
、
彼
の
「
侶
」
と

「
怒
」
の
欠
点
を
障
る
こ
と
な
く
指
摘
し
、
そ
れ
を
改
め
て
君
子
と

し
て
の
道
を
全
う
す
る
よ
う
忠
告
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
権
勢
を

物
と
も
し
な
い
任
葦
の
剛
直
の
精
神
が
こ
の
「
桟
」
の
中
に
横
溢
し

て
い
る
こ
と
は
今
さ
ら
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
「
践
」
が
、
四

六
文
の
拘
束
を
脱
し
た
自
在
な
リ
、
ス
ム
と
明
快
な
一
一
一
一
口
語
に
よ
っ
て
警

か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
時
代
に
は
稀
少
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
任
華
が
厳
武
に
こ
の
よ
う
な
内
容
の
文
書
を
上
呈
し

た
、
そ
の
意
図
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
無
位
無
冠
の
任
事
十
が
、
厳
武

を
国
家
の
柱
石
と
見
込
み
、
国
家
的
見
地
に
立
っ
て
そ
の
関
点
の
矯

正
を
勧
告
し
た
な
ど
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

任
華
は
「
践
」
の
冒
頭
で
、
「
自
分
は
巌
笠
に
隠
居
し
、
宜
情
e

世
事
は
と
う
に
忘
れ
た
」
「
厳
公
の
ョ
陛
下
に
上
書
す
る
の
は
名
声
や

好
意
を
求
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
は
い
る
、
が
、
厳
公
に

対
し
て
は
、
「
夙
昔
の
替
を
移
さ
な
い
」
「
人
に
礼
接
す
る
」
一
ー
招
延

に
務
め
、
卑
践
を
隔
て
な
い
」
「
半

4

「
聞
の
義
日
を
念
う
(
昔
日
の
交

友
を
少
し
で
も
思
う
)
」
「
毅
践
を
片
時
に
廻
ら
す
(
一
時
で
も
親
し

み
の
目
を
向
け
る
と
こ
と
を
、
君
子
の
取
る
べ
き
態
度
と
し
て
求

め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
一
一
一
一
口
か
ら
、
任
事
十
が
厳
武
と
田
知
で
あ
り
、
任

華
の
こ
の
践
は
、
厳
武
に
対
し
て
自
己
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
自

己
の
推
般
を
誇
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
知
ら
れ
よ
う
。

推
娩
要
請
を
旨
と
す
る
表
現
は
、
本
人
の
個
性
や
要
諾
す
る
相

手
、
あ
る
い
は
時
代
の
風
潮
な
ど
の
相
違
に
よ
っ
て
多
面
的
様
相
を

呈
す
る
が
、
権
力
者
厳
武
に

J

向
か
っ
て
そ
の
欠
点
を
侭
倣
に
在
り
と

し
、
謙
虚
に
人
材
を
礼
遇
せ
ら
れ
よ
と
忠
告
す
る
裏
に
自
己
の
推
税

を
要
請
す
る
意
を
込
め
る
こ
の
肢
は
、
決
し
て
尋
常
な
も
の
で
は
な

い
。
「
任
華
は
一
野
客
な
る
の
み
。
華
の
言
を
用
ゐ
る
も
ま
た
唯
一
だ

ゐ
苓
臥
キ

C

命
な
り
。
輩
の
一
一
一
一
口
を
用
ゐ
ざ
る
も
ま
た
唯
だ
命
な
り
。
明
日
は
当
に

衣
を
払
ひ
て
去
る
べ
し
。
そ
の
他
を
知
ら
ず
。
!
一
と
述
べ
て
こ
の
践
は

結
ば
れ
る
が
、
こ
の
結
び
は
捨
て
台
詞
に
も
等
し
い
。
自
分
を
任
用

で
き
な
い
な
ら
ば
君
子
で
は
な
い
と
一
一
一
一
口
わ
ん
ば
か
り
の
心
意
気
を
、

阿
波
な
る
権
力
者
厳
武
に
叩
き
つ
け
た
の
が
こ
の
践
な
の
で
あ
る
。
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一
才
を
侍
み
物
に
倣
る
」
権
力
者
に
対
す
る
任
華
の
怒
り
は
、
「
告

辞
京
ヰ
ア
翼
大
夫
書
」
に
さ
ら
に
明
白
に
表
わ
れ
る
。
こ
れ
は
京
兆
ヰ
ア

兼
御
史
大
夫
の
寅
至
(
七
一
八
?
七
七
二
)
に
対
す
る
訣
別
の
書

で
、
大
麿
五
年
(
七
七

O
)
一
二
月
か
ら
九
月
ま
で
の
、
資
至
の
在
職

中
に
骨
一
一
日
か
れ
た
。
一
市
一
一
日
」
の
内
容
は
、
か
つ
て
任
華
の
「
随
巷
」
の

居
'
}
三
訪
問
す
る
約
束
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
寅
至
に
対
し
て
、
そ
の
不

履
行
を
責
め
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
天
下
の
有
識
者
の
資
至
評
を
引

き
、
「
君
の
才
望
は
美
な
る
は
別
ち
美
な
る
も
、
猶
ほ
関
け
た
る
所



そ
の
開
け
た
る
所
の
者
は
、
才
を
侍
み
物
に
倣
る
に
在
る
の

み
」
と
、
間
尺
至
の
附
闘
を
指
摘
す
る
c

厳
武
に
対
す
る
と
向
じ
手
法
で

あ
る
。
そ
し
て
、
「
君
か
ら
国
土
と
し
て
遇
さ
れ
た
僕
は
、
国
土
と

し
て
君
に
報
い
よ
う
と
思
う
。
報
窓
の
内
容
は
君
の
『
侍
才
倣
物
』

の
欠
点
を
補
う
こ
と
。
君
は
快
く
来
た
っ
て
僕
の
忠
告
を
開
く
べ
き

な
の
に
、
こ
こ
数
日
知
ら
ん
顔
を
し
て
い
る
。
」
と
続
け
る
。
こ
れ

が
任
華
の
怒
り
の
原
因
な
の
で
あ
る
。
「
官
ず
ふ
に
、
(
君
は
)
古
川
翫

や
博
徒
に
従
ひ
て
遊
ぶ
を
恥
づ
る
者
な
ら
ん
か
」
と
い
う
詰
問
は
ま

だ
し
も
、
「
今
、
君
は
馬
路
を
惜
し
み
て
我
を
顧
'
ざ
る
が
ご
と
し
(
馬

の
蹄
が
減
る
の
を
惜
し
ん
で
私
を
訪
ね
て
来
な
い
ご
と
は
、
間
尺
至

に
怒
態
を
つ
い
て
い
る
に
等
し
い
。

資
至
は
『
旧
唐
書
』
で
は
「
文
苑
」
に
立
伝
さ
れ
る
人
物
で
、
詩

人
・
文
章
家
と
し
て
名
高
く
、
李
白
・
杜
甫
・
独
孤
及
ら
と
交
渉
唱

(

3

)

 

測
し
て
い
る
。
彼
が
任
事
十
の
一
一
一
一
口
う
「
侍
才
倣
物
」
の
人
で
あ
っ
た
か

否
か
を
確
認
す
る
手
だ
て
は
な
い
が
、
約
束
を
反
故
に
さ
れ
た
怒

り
、
と
り
わ
け
権
貴
を
迎
え
る
と
い
う
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
、
極
め

て
個
人
的
な
怒
り
が
、
こ
の
か
せ
た
の
で
あ
る
。

あ
り
、「

与
京
ヰ
ア
社
中
丞
醤
」
は
、
京
兆
ヰ
ア
兼
御
史
中
丞
の
杜
済
に
与
え

た
も
の
で
あ
る
。
社
済
は
大
暦
五
年
(
七
七

O
)
九
月
、
実
歪
を
襲

っ
て
該
職
に
就
き
、
向
八
年
(
七
七
三
)
五
月
、
杭
州
制
約
史
に
左
遷

さ
れ
る
ま
で
在
任
し
た
。
こ
の
で
任
華
は
言
う
。
人
間
関
係
は
古

来
困
難
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
は
長
安
に
至
っ
て
ひ
た
す
ら

「
孤
介
」
を
守
り
、
権
貴
の
門
に
近
づ
く
こ
と
を
避
け
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
先
日
、
社
公
が
自
分
の
文
章
を
読
ん
で
名
公
大
症
に
吹
聴
し

て
下
さ
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
分
は
社
公
を
知
己
と
思
う
よ
う
に
な

り
、
社
公
の
門
館
を
訪
れ
て
厚
遇
を
受
け
た
自
分
は
、
社
公
を
「
永

く
貞
吉
を
保
ち
、
人
と
終
始
の
分
あ
る
」
お
方
で
あ
る
と
確
信
し

は

カ

お

た

の

み

た
。
そ
こ
で
「
前
母
自
ら
料
ら
ず
し
て
公
に
祈
巧
し
た
」
の
で
あ

る
が
、
色
よ
い
返
事
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

矧
僕
所
求
不
多
。
公
乃
臼
、
「
亦
不
易
致
、
部
蛍
分
減
」
。
然
必

若
易
致
、
則
己
自
致
実
。
安
能
煩
於
公
。
立
九
有
演
物
之
心
、
必

能
綴
於
己
、
方
可
以
成
幣
物
之
道
。
公
乃
自
分
減
、
宣
毅
己
之
義

哉。僕
が
求
め
た
の
は
些
細
な
こ
と
な
の
に
、
八
ム
は
「
致
し
易
か
ら

ず
、
分
減
す
べ
し
」
と
答
え
た
。
「
分
減
」
は
、
こ
こ
で
は
「
分
損
」

と
一
言
う
に
等
し
く
、
(
要
求
を
)
下
げ
る
意
。
任
華
は
、
容
易
に
出

来
る
の
な
ら
公
を
演
わ
せ
る
ま
で
も
な
く
自
分
で
す
る
、
そ
も
そ
も

や

「
分
減
せ
よ
」
と
は
、
「
己
の
食
い
分
を
毅
め
て
人
に
分
与
す
る
」
義

に
反
し
、
士
大
夫
の
「
物
を
済
う
道
」
に
杵
る
と
憤
激
す
る
の
で
あ

る。
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さ
ら
に
彼
は
、
「
況
ん
や
許
さ
る
る
を
蒙
り
て
よ
り
、
己
に
匂
日

を
経
た
っ
。
客
舎
に
て
傾
聴
す
る
に
、
寂
実
と
し
て
声
な
し
。
八
ム



量
に
事
の
繁
く
し
て
遺
志
せ
ら
る
る
か
、
当
に
遺
忘
す
る
に
歪
ら
ず

し
て
、
以
て
閑
事
と
為
さ
る
る
か
」
と
追
い
打
ち
を
か
け
、
四
方
の

地
に
居
る
者
は
信
義
を
軽
ん
じ
て
は
な
ら
ぬ
と
述
、
ベ
て
、
こ
の
警
を

結
ぶ
の
で
あ
る
。

社
済
の
人
と
な
り
や
任
華
と
の
交
遊
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼

は
お
そ
ら
く
任
華
か
ら
の
任
官
要
請
を
許
諾
し
て
お
き
な
が
ら
、
十

日
も
放
鐙
し
て
連
絡
も
よ
こ
さ
な
か
っ
た
。
客
舎
に
て
吉
報
を
待
つ

任
華
は
、
杜
一
昨
の
背
信
に
激
怒
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
与
灰
中
盤
寧
ど
は
、
大
踏
五
、
六
年
ご
ろ
、
中
審
舎
人
か
ら
御

史
中
丞
に
移
っ
た
ば
か
り
の
疾
準
(
七
三
二
?
七
八
二
)
に
対
し

て
、
自
分
を
推
薦
し
て
く
れ
る
と
い
う
約
束
を
反
故
に
さ
れ
た
怒
り

を
ぶ
つ
け
る
書
簡
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
任
華
に
対
す
る
疾
準
の
約
束

が
、
具
体
的
な
三
点
と
し
て
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

付
華
自
去
各
界
謁
、
偏
承
春
一
版
、
幸
以
文
章
見
許
、
以
補
一
設
相

刻
。
衆
君
子
関
之
、
世
信
会
。

。
華
頃
陪
李
太
僕
詣
関
廷
、
公
乃
諮
太
僕
臼
、
一
:
任
子
文
辞
、

可
潟
卓
絶
、
負
克
己
久
、
何
不
奏
輿
太
僕
丞
。
」

内

w
華
佐
官
以
三
数
賦
筆
奉
豆
、
展
手
劉
云
、
「
足
下
文
格
、
由
来

高
妙
。
今
所
寄
者
、
尤
更
新
奇
。
公
一
一
一
一
口
之
次
、
敢
忘
推
薦
。
ー
一

右
の
記
述
か
ら
、
任
華
が
使
準
に
し
ば
し
ば
詩
文
を
呈
上
し
て
高

く
評
価
さ
れ
、
手
厚
い
知
遇
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も

使
準
は
任
華
の
た
め
に
、
補
関
(
従
七
口
問
上
)
や
太
僕
丞
(
従
六
品

上
)
と
い
う
具
体
的
な
職
名
ま
で
口
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
任
華
は
官
職
に
は
あ
り
つ
け
な
か
っ
た
。
か
く
て
彼
は
前
述
し
た

醤
衡
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
「
華
や
不
才
に
し
て
、
皆
望
む
所

に
非
ず
。
然
れ
ど
も
公
の
柏
待
す
る
は
、
何
ぞ
前
に
緊
に
し
て
後
に

ぉ
'c

漫
な
る
こ
と
是
の
若
き
や
。
宣
に
華
の
才
の
前
日
よ
り
減
り
て
、
公

の
恩
迭
の
設
の
辰
よ
り
薄
か
ら
ん
や
。
」
「
朝
廷
は
方
に
遺
滞
を
振
挙

す
る
を
以
て
務
め
と
為
す
。
中
丞
に
在
り
て
は
、
今
日
、
公
言
の
次

に
非
ざ
る
を
得
ん
や
。
公
言
の
次
に
当
り
て
、
〔
智
て
片
言
を
以
て
及

ぼ
さ
る
る
を
関
か
ず
。
其
の
意
を
公
に
す
る
者
、
宣
に
前
日
の
信
を

棄
つ
る
を
欲
せ
ん
や
。
」
と
、
一
段
準
を
難
詰
す
る
の
で
あ
る
。

す
く
な

疾
準
は
雨
唐
書
に
簡
略
な
伝
を
持
つ
が
、
「
準
素
よ
り
文
学
寡

く
、
柔
煽
を
以
て
自
ら
進
み
、
既
に
穣
流
に
非
ず
、
甚
だ
時
論
の
薄

ん
ず
る
所
と
為
る
」
(
『
泊
唐
書
』
本
伝
)
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
評

判
の
芳
し
い
人
物
で
は
な
い
。
し
か
し
、
任
華
の
文
学
を
高
く
評
価

し
て
い
た
の
は
事
実
と
思
わ
れ
、
一
方
、
任
華
も
庚
準
の
推
駿
に
よ

っ
て
官
職
を
得
る
こ
と
に
強
い
期
待
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
書
簡
は
、
「
野
人
任
華
は
侶
山
に
帰
る
が
、
自
分
に
『
機
心
』
が

あ
っ
て
庚
公
に
対
し
て
か
か
る
『
拘
撃
』
を
し
た
の
で
は
な
い
、
た

だ
後
進
の
者
は
公
に
嘱
望
し
て
い
る
か
ら
、
後
進
の
望
み
に
留
意
し

て
ほ
し
い
ー
一
、
と
述
べ
て
結
ば
れ
る
が
、
去
り
行
く
自
分
の
後
姿
に

( 83 ) 



た
っ
ぷ
り
と
未
練
の
思
い
を
漂
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

代
宗
の
広
徳
年
間
に
成
都
に
滞
在
し
て
い
た
社
甫
に
対
し
て
任
華

は
「
雑
一
言
寄
杜
拾
遺
」
詩
を
贈
り
、
そ
の
中
で
「
我
は
飛
ば
ず
鳴
か

ゆ
ゑ

ず
亦
た
何
の
以
ぞ
、
只
だ
朝
廷
に
知
己
あ
る
を
待
つ
の
み
」
と
自
己

の
窮
境
を
訴
え
た
。
ま
た
大
暦
の
末
期
、
狂
草
に
よ
っ
て
京
師
に
名

を
磁
か
せ
た
懐
素
に
対
し
て
、
任
華
は
「
懐
素
上
人
草
書
歌
」
と
い

う
讃
歌
を
制
作
し
て
い
る
が
、
彼
は
そ
の
中
で
「
璃
に
絶
芸
あ
り
と

雌
も
、
猶
ほ
当
に
良
媒
に
仮
る
べ
し
」
と
う
た
い
、
懐
素
が
位
に
出

る
に
当
た
り
、
札
部
侍
郎
張
謂
が
良
媒
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

(
4
)
 

た
。
然
、
門
出
身
の
任
華
に
と
っ
て
、
彼
が
官
界
に
入
る
た
め
に
は
、

朝
廷
内
の
「
知
己
」
懐
素
の
場
合
の
よ
う
な
「
良
媒
」
は
必
須
不
可

欠
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
見
て
来
た
四
篇
の
書
簡
は
、
知
己
・

良
媒
を
求
め
た
彼
の
活
動
の
帰
結
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
が
知
己
・
良
媒
に
設
定
し
た
人
物
は
、
附
慢
の
狂
人
厳
武
で
あ

り
、
詩
人
・
文
章
家
と
し
て
知
名
だ
っ
た
資
歪
で
あ
り
、
俣
臓
を
も

っ
て
出
世
街
道
を
歩
む
庚
準
で
あ
り
、
お
よ
そ
そ
の
選
択
に
基
準
が

あ
っ
た
と
は
忠
わ
れ
な
い
が
、
対
厳
武
を
除
く
三
つ
の
書
簡
が
大
麿

五
、
六
年
に
集
中
し
て
警
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
の
時

期
、
任
華
に
は
特
に
仕
官
を
急
ぐ
理
由
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
彼
が
自
ら
を
売
り
込
む
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
文
学
で
あ
っ
た
。

社
済
・
庚
様
一
'
は
も
と
よ
り
、
お
そ
ら
く
は
費
至
も
、
彼
の
文
学
を
高

く
一
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
学
に
よ
っ
て
貴
人
の
知

遇
は
得
ら
れ
て
も
、
そ
れ
を
一
歩
進
め
て
、
{
呂
鞍
を
獲
得
す
る
に
は

至
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
常
に
相
手
の
約
束
違
反
を
詰
っ
て
そ
の
前
か

ら
立
ち
去
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
結
末
か
ら
考
え
る
と
、
任
華

は
推
貌
・
知
遇
を
求
め
る
相
手
に
対
し
て
、
決
し
て
卑
屈
な
接
し
方

は
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
用
人
の
柄
を
握
る
権
貴
に
も
践

す
る
こ
と
の
な
い
彼
の
糊
震
の
精
神
は
、
お
そ
ら
く
文
学
へ
の
自
負

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後

で
述
べ
る
。

( 84 ) 

権
力
者
に
対
し
て
歯
に
衣
を
着
せ
ぬ
物
言
い
を
す
る
任
華
の
四
第

の
上
警
は
、
砦
文
の
中
で
も
極
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
上
書
を
書
い
た
の
は
任
華
が
最
初
で
は
な
い
。
関
元
年
間
前
期

に
、
王
冷
然
(
六
九
二
j
七
二
回
)
が
、
す
で
に
そ
の
先
例
を
見
せ

て
く
れ
て
い
る
。
以
下
、
冷
然
の
二
篇
の
上
奮
を
磐
田
ん
し
な
が
ら
、

王
冷
然
・
在
翠
に
共
通
し
て
流
れ
る
士
人
の
意
識
に
触
れ
て
み
る
。

王
冷
然
の
伝
は
さ
盾
才
子
伝
』
巻
一
に
簡
略
な
も
の
が
あ
る
が
、

(
6〉

侍
瑛
諜
氏
「
校
築
」
は
、
出
土
墓
誌
「
麿
故
右
威
衛
兵
曹
'
参
軍
主
府



君
墓
一
一
一
叫
銘
序
」
に
も
と
や
つ
い
て
遺
漏
を
大
幅
に
補
っ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
王
冷
然
の
字
は
仲
清
、
太
原
の
人
で
、
県
令
@
県
主
簿

の
家
系
に
生
ま
れ
て
い
る
。
開
一
克
五
年
(
七
一
七
)
に
二
十
六
歳
で

進
士
に
及
第
、
同
九
年
に
制
科
に
及
第
し
、
将
仕
郎
・
守
太
子
校
警

郎
を
授
け
ら
れ
、
の
ち
右
威
衛
兵
士
山
間
参
軍
に
遷
り
、
三
十
三
歳
で
早

位
し
て
い
る
。

「
。
与
御
史
高
昌
守
番
」
は
、
『
唐
撚
普
一
口
』
巻
二
「
悉
恨
」
に
収
録
さ

れ
て
お
り
、
開
元
五
年
春
に
進
士
に
及
第
し
た
怜
然
が
、
そ
の
直
後

に
古
川
昌
宇
な
る
御
史
に
繋
き
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
僕
の
君
を
怪

し
む
は
甚
だ
久
し
」
と
書
き
起
こ
さ
れ
る
こ
の
書
簡
は
、
回
日
宇
に
対

す
る
「
不
平
之
事
一
を
述
べ
、
彼
の
「
短
」
を
彰
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
が
、
冷
然
の
最
大
の
怒
り
は
、
か
つ
て
先
天
年
間
に

参
加
し
た
挙
選
に
お
い
て
、
呂
宇
に
不
合
格
に
さ
れ
た
こ
と
に
あ

る
。
冷
然
は
、
「
僕
の
紅
落
、
室
に
肯
て
口
を
紙
さ
ん
や
。
走
れ
別
ち

公
の
僕
を
激
す
る
、
僕
宣
に
知
ら
ざ
ら
ん
や
。
公
の
僕
を
痔
む
る
、

つ
ひ

僕
終
に
其
の
故
を
忘
れ
ず
。
」
と
呂
宇
に
対
し
て
怒
り
を
ぶ
つ
け
、
一

む

か

し

方
、
「
往
者
、
公
の
不
送
を
蒙
る
と
難
も
、
今
日
亦
た
自
ら
青
雲
を

致
す
。
天
下
の
進
士
に
数
あ
り
、
河
よ
り
以
北
は
、
唯
だ
僕
の
み
。

し

光
華
蕗
く
こ
と
甚
だ
し
、
是
れ
知
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
自
己
の
進

土
及
第
を
誇
る
。
そ
し
て
「
君
は
須
ら
く
精
か
後
患
を
垂
れ
て
、
僕

の
前
恥
を
雪
ぐ
べ
し
」
と
述
べ
て
、
貧
窮
の
境
に
あ
る
自
己
の
救
済

を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
末
尾
に
言
う
「
君
が
援
助
を
忘
れ
る
な
ら

ば
、
や
が
て
君
と
台
閣
に
一
屑
を
並
べ
る
自
に
、
僕
は
側
眼
を
も
っ
て

君
を
視
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時

v

に
悔
い
て
謝
っ
て
も
、
僕
は
君
を
心
に

も
掛
け
ま
す
ま
い
」
と
は
、
全
く
捨
て
台
詞
に
も
等
し
い
が
、
御
史

を
俸
る
こ
と
な
き
王
怜
然
の
強
烈
な
気
概
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
っ

て
く
る
。

(
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「
論
薦
書
」
は
約
二
千
字
に
垂
ん
と
す
る
長
文
で
、
間
関
元
十
一
年

(
七
二
一
二
)
に
宰
相
張
説
に
上
呈
さ
れ
た
。
冷
然
み
ず
か
ら
書
中
に

記
す
よ
う
に
、
こ
の
警
は
一
最
初
に
近
年
雨
が
少
な
く
桧
揚
の
バ
ラ
ン

ス
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
、
中
ご
ろ
に
宰
相
と
し
て
賢
人
を
進

め
る
こ
と
に
務
め
る
よ
う
綴
い
、
最
後
に
登
用
を
葉
う
怜
然
自
身
に

つ
い
て
述
べ
る
と
い
う
構
成
を
と
る
。

宰
桔
と
は
天
子
を
補
佐
し
て
民
の
災
苦
を
匡
救
す
る
の
が
職
務
で

あ
り
、
陰
陽
不
和
・
四
時
不
順
で
天
災
の
相
継
ぐ
と
き
は
、
賢
者
を

推
挙
し
て
交
替
し
、
潔
く
退
く
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
こ
の
「
書
」

の
主
旨
で
あ
る
が
、
そ
の
議
論
の
調
子
は
、

今
人
室
一
は
繋
を
懸
く
る
が
如
く
、
野
に
青
草
な
し

0

・・

昨
五
月
患
あ
り
て
、
百
官
賜
を
受
け
た
る
に
、
八
ム
は
官
す
で

に
大
な
れ
ば
、
物
も
ま
た
多
く
有
り
、
金
銀
器
及
び
錦
衣
等
、
開

く
に
公
は
こ
れ
を
受
け
て
、
留
に
喜
色
あ
り
と
。
今
歳
大
皐
あ

り
、
察
人
思
飢
す
。
公
は
何
ぞ
金
銀
を
居
辞
し
、
倉
麗
を
娠
は
さ
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ん
と
請
は
ざ
る
。
宝
を
懐
き
錦
を
衣
る
は
、
相
公
に
於
て
安
か
ら

ん
か
。
百
姓
は
鍛
え
て
死
せ
ん
と
欲
す
。
公
は
何
ぞ
賢
を
挙
げ
て

自
ら
代
り
、
位
を
譲
り
帰
る
を
請
は
ざ
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
激
越
そ
の
も
の
で
あ
る
。
『
唐
才
子
伝
』
に
「
気

質
豪
爽
に
し
て
、
言
に
当
た
り
て
回
忌
す
る
所
な
し
」
と
一
記
さ
れ
る

通
り
で
あ
る
。

「
文
章
」
あ
る
者
が
之
島
貴
」
の
地
位
に
至
る
の
は
極
め
て
正
当

な
こ
と
で
あ
る
と
王
冷
然
は
考
え
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
か
つ
て

握
融
・
李
橋
・
宋
之
関
・
沈
佳
期
・
富
嘉
謀
・
徐
彦
佑
・
杜
審
言
・

陳
子
昂
ら
と
「
連
飛
並
駆
」
し
、
相
互
に
唱
和
し
あ
っ
た
張
説
が
、

三
度
に
わ
た
っ
て
宰
相
の
位
に
昇
り
、
「
費
は
当
初
に
称
せ
ら
れ
、

文
は
命
代
と
称
せ
ら
れ
」
て
い
る
現
実
が
証
明
す
る
。
冷
然
が
「
八
ム

は
一
た
び
甲
科
に
登
り
、
一
ニ
た
び
宰
相
に
至
る
。
是
れ
文
章
の
用
ゐ

ら
る
る
を
得
た
る
に
図
り
、
今
に
於
て
亦
た
三
十
年
な
り
」
と
述
べ

る
よ
う
に
、
富
貴
を
も
た
ら
す
文
章
の
功
用
は
絶
大
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
今
は
文
章
に
優
れ
た
者
が
正
当
に
推
挙
さ
れ
る
状
況
で

は
な
い
。
冷
然
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
今
の
吏
部
侍
郎
の
楊
治
は
、
自

に
字
を
識
ら
ず
、
心
に
賢
を
好
ま
ず
」
と
い
っ
た
人
物
で
、
官
吏
の

笠
用
は
「
親
・
勢
・
賄
・
交
」
に
よ
っ
て
決
ま
り
、
才
行
が
あ
っ
て

も
「
党
・
媒
」
の
な
い
者
は
た
だ
「
戸
を
呑
み
気
を
飲
む
」
し
か
な

い
。
そ
こ
で
「
富
貴
の
功
成
り
、
文
，
章
の
命
遂
げ
た
」
張
説
は
引
退

し
、
人
心
を
一
新
し
て
賢
者
の
登
用
を
進
め
る
べ
き
だ
と
、
後
は
こ

の
「
書
」
で
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

室
田
中
に
、
「
僕
も
亦
た
文
章
あ
り
、
八
ム
の
見
ん
こ
と
を
思
ふ
な
り
」

と
述
べ
、
末
尾
で
で
」
の
蓄
を
読
ま
れ
た
後
の
怒
り
が
解
け
た
と

き
、
僕
は
こ
れ
ま
で
書
き
た
め
た
文
章
を
持
っ
て
拝
謁
に
参
上
し
ま

す
」
と
一
一
一
一
口
う
よ
う
に
、
仏
印
然
は
自
己
の
登
用
を
張
説
に
願
っ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
後
は
権
貴
に
一
頭
を
低
れ
、
辞
を
卑
く
し
て
そ
の
推
税

を
請
う
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
撲
の
用
ゐ
ら
れ
ん
と
思

ふ
は
、
そ
の
来
る
こ
と
久
し
。
拾
遺
・
補
関
に
、
寧
、
ぞ
種
あ
ら
ん
や
」

と
ま
で
、
厳
然
と
言
い
放
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
書
の
内
容
か
ら
す

る
と
、
冷
然
は
、
『
岳
揚
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
張
説
の
著
作
を
読

み
、
そ
れ
を
一
つ
の
規
範
と
し
て
、
自
己
の
文
学
修
業
に
心
血
を
注

ぎ
、
そ
の
結
果
、
進
士
科
・
制
科
に
相
次
い
で
及
第
し
た
の
で
あ

る
。
岳
ら
の
早
世
の
故
も
あ
っ
て
、
彼
は
結
果
と
し
て
富
貴
に
逢
着

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
彼
は
、
文
学
が
士
人
の
未
来
を
保
一
証
し

得
な
く
な
る
時
代
の
到
来
を
予
知
し
、
文
人
宰
相
張
説
に
対
し
て
、

早
急
な
世
代
交
替
を
追
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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権
資
を
浮
る
こ
と
の
な
い
奔
放
な
文
章
と
、
そ
の
中
に
込
め
ら
れ

た
強
烈
な
自
負
と
に
お
い
て
、
王
冷
然
と
任
華
は
よ
く
似
通
っ
て
い

る
。
「
才
を
侍
み
物
に
る
」
と
資
歪
を
攻
撃
し
た
任
華
の
一
一
一
一
口
葉
は
、



「
公
は
物
に
倣
る
を
以
て
、
に
し
て
人
に
騒
り
、
相
と
為
り
て

以
来
、
一
諮
問
を
進
め
一
賢
を
抜
く
能
は
ず
」
と
張
説
を
詰
る
冷
然
の

ほ
し
い
ま
ま

言
葉
と
よ
く
似
て
い
る
し
、
怜
然
が
高
旧
日
{
一
ナ
を
「
明
公
は
欲
を
縦
に

し
心
を
高
く
し
、
半
十
郎
を
も
垂
れ
ず
、
査
に
天
下
の
(
人
の
)
八
ム
侯

の
浅
、
深
を
窺
ふ
を
畏
れ
ざ
ら
ん
や
」
と
罵
る
文
勾
の
中
の
「
半
面
」

「
浅
深
」
と
い
う
言
葉
も
、
任
華
の
「
上
厳
大
夫
践
」
の
中
に
全
く

同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
「
用
人
の
柄
」
を
握
る
権
寅
だ
け

が
、
仕
進
を
願
う
卑
賎
な
る
者
た
ち
を
一
方
的
に
品
評
す
る
の
で
は

な
く
、
選
ば
れ
る
側
の
卑
校
の
者
た
ち
も
、
対
等
に
権
貴
の
「
浅
深
」

を
見
つ
め
評
価
す
る
の
だ
と
い
う
意
識
を
、
彼
ら
は
と
も
に
抱
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
王
伶
然
は
高
日
間
宇
に
向
か
っ
て
、
「
君
は
走
れ
御

史
な
り
、
僕
は
口
走
れ
詞
人
な
り
。
貴
践
の
問
、
君
と
縞
潟
す
と
雌
も
、

文
竿
の
道
は
、
亦
た
諮
ふ
に
向
芦
な
ら
ん
。
富
貴
を
以
て
人
に
綴
る

べ
か
ら
ず
、
礼
義
を
以
て
縞
て
ら
る
る
べ
か
ら
ず
」
と
諮
り
か
け
る
。

文
章
の
道
を
追
求
す
る
共
通
の
情
熱
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
人
間
関
係

こ
そ
が
、
「
党
」
で
あ
り
「
媒
」
で
あ
る
と
冷
然
は
言
う
の
で
あ
る
。

任
華
に
は
こ
の
よ
う
な
明
確
な
発
言
は
な
い
が
、
「
文
苦
ご
を
共
通

の
尺
度
と
し
貴
賎
を
超
越
し
た
中
に
、
真
の
-
知
己
j

一
、
が
、
そ
し
て

「
良
媒
」
が
存
在
す
る
と
彼
が
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

『
唐
音
溢
〈
畿
』
巻
二
十
八
に
、
「
明
白
玉
雑
録
一
去
、
天
宝
末
、
劉
希
夷

@
王
冷
然
・
王
日
日
齢
・
祖
一
詠
・
張
若
虚
・
張
子
容
・
孟
浩
然
@
常
建

-
李
一
色
。
例
制
審
虚
・
握
嬉
・
杜
市
、
難
有
文
章
盛
名
、
皆
流
落
不

(
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偶
。
」
と
一
一
一
一
口
う
。
ま
た
、
問
書
巻
二
十
八
に
、
「
関
元
以
前
、
詞
人
鮮

弗
達
者
、
天
宝
以
後
、
才
子
鮮
弗
窮
者
。
」
と
言
う
。
詩
人
才
子
の

文
学
的
盛
名
が
栄
達
に
結
び
つ
か
な
く
な
る
時
代
を
天
宝
年
間
と
す

る
見
解
で
あ
る
。
文
学
が
富
貴
・
栄
達
と
結
び
つ
か
な
く
な
る
時
代

の
、
入
り
口
に
差
し
か
か
る
あ
た
り
に
王
冷
然
が
位
置
し
、
そ
の
流

れ
が
す
っ
か
り
定
着
し
た
中
で
任
華
は
生
き
た
。
唐
の
建
留
か
ら
百

年
を
経
た
王
怜
然
の
時
代
、
富
貴
を
保
証
す
る
と
い
う
文
学
の
功
利

性
は
、
張
説
を
最
後
の
光
せ
と
し
て
終
娘
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
。

官
場
か
ら
の
張
説
の
引
退
と
自
己
の
官
場
へ
の
登
場
を
要
求
す
る
王

冷
然
は
、
富
貴
と
い
う
頂
き
に
到
達
す
る
た
め
に
研
鏡
を
重
ね
て
来

た
自
己
の
文
学
が
無
力
化
す
る
、
そ
の
時
代
の
到
来
を
予
感
し
て
い

た
の
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。

任
事
十
の
時
代
、
優
れ
た
文
学
こ
そ
が
富
貴
を
保
証
す
る
と
い
う
文

人
暗
黙
の
常
識
は
す
っ
か
り
変
質
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
か
つ
て
天

宝
六
載
(
七
四
七
)
、
任
華
は
あ
こ
が
れ
の
大
詩
人
李
白
に
詩
を
贈

り
、
雄
葎
な
彼
の
詩
文
と
奔
放
不
譲
な
生
き
方
に
満
経
の
敬
意
を
表

し
た
。
時
に
李
白
は
四
十
七
歳
、
翰
林
院
に
召
さ
れ
た
栄
光
あ
る
経

歴
を
持
つ
完
成
さ
れ
た
詩
人
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
二
十
歳
代
の
青
年

で
あ
っ
た
任
葦
は
、
自
己
の
未
来
を
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
、
李
自
の
詩

文
と
生
き
方
と
を
ま
ば
ゆ
げ
に
見
つ
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
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李
白
が
流
落
不
遇
の
う
ち
に
世
を
去
っ
た
宝
応
元
年
(
七
六
二
)
か

ら
一
・
二
年
後
、
任
華
は
成
都
に
地
を
避
け
て
い
た
社
甫
に
詩
を
贈

っ
た
。
彼
は
、
社
甫
が
か
つ
て
長
安
で
並
ぶ
者
の
な
い
詩
名
を
誇
っ

た
こ
と
を
讃
え
、
い
ま
窃
地
に
客
居
す
る
杜
甫
の
身
を
気
遣
っ
た
の

ち
、
相
変
ら
ず
う
だ
つ
の
あ
が
ら
な
い
自
己
の
近
況
を
、

市
我
不
飛
不
鳴
亦
何
以
十
印
し
て
我
は
飛
ば
ず
鳴
か
ず
亦
た

ゆ
ゑ

何
の
以
ぞ

只
だ
朝
廷
に
知
己
あ
る
を
待
つ
の
み

す

で己
曾
に
読
却
せ
り
無
限
の
蓄

拙
詩
の
一
句
両
句
は
人
の
耳
に
在

ら
ん
に

只
待
朝
廷
有
知
己

己
曾
讃
却
無
根
書

拙
詩
一
句
一
期
匂
在
人
耳

い

ま

す

ベ

如
今
着
之
総
無
金
如
今
こ
れ
を
一
一
石
る
に
総
て
益
な
し

L
F
J
m
 

又
不
能
的
幅
傍
朝
市
ま
た
崎
蝦
し
て
靭
市
に
傍
る
能
は
ず

と
報
告
し
て
い
る
〈
「
雑
一
一
一
一
口
寄
社
拾
遺
」
詩
)
。

任
華
は
、
あ
の
大
詩
人
李
白
が
流
離
の
う
ち
に
世
を
去
っ
た
こ
と

も
、
ま
た
、
か
つ
て
長
安
に
盛
名
を
誇
っ
た
杜
甫
が
、
今
は
成
都
で

旅
寓
の
日
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
の

自
分
は
と
言
え
ば
、
い
さ
さ
か
詩
名
が
人
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
は
な

っ
た
が
、
朝
廷
の
有
力
者
の
「
知
己
」
に
恵
ま
れ
ず
、
「
飛
ば
ず
鳴

か
ず
」
の
あ
り
さ
ま
、
彼
は
社
甫
に
向
か
っ
て
、
こ
れ
ま
で
心
血
を

い
で
来
た
自
己
の
文
学
を
「
総
て
益
な
し
」
と
訴
え
る
。
あ
た
か

も
、
盛
名
を
有
し
な
が
ら
流
寓
の
日
々
を
成
都
に
過
ご
す
社
甫
と
、

文
学
無
力
の
嘆
き
を
共
有
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
社

甫
は
、
成
都
を
去
っ
て
の
ち
、
大
磨
五
年
(
七
七

O
)
冬
に
漂
泊
の

生
涯
を
閉
じ
る
が
、
先
述
し
た
任
華
の
四
篇
の
上
書
が
、
す
べ
て
社

甫
の
成
都
一
逗
留
か
ら
死
を
迎
え
る
期
間
に
霊
一
回
か
れ
て
い
る
の
も
、
偶

然
と
は
言
え
興
味
深
い
。
任
華
が
心
か
ら
敬
意
を
払
っ
て
き
た
社
甫

の
文
学
が
、
天
地
を
驚
動
さ
せ
ん
ば
か
り
の
高
い
完
成
度
に
達
し
な

が
ら
、
社
甫
'
自
身
は
お
よ
そ
富
貴
と
は
無
縁
の
湖
高
の
船
中
で
生
涯

を
終
え
た
。
李
白
を
、
そ
し
て
社
甫
を
頂
点
と
す
る
詩
人
た
ち
の
不

遇
を
知
る
任
華
は
、
文
学
と
富
貴
と
の
話
離
が
確
実
に
定
着
し
た
時

代
に
自
分
が
生
き
る
こ
と
を
痛
烈
に
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
王
冷
然
、
そ
し
て
任
華
へ
と
続
く
、

権
安
に
対
す
る
常
軌
を
逸
し
た
か
の
ご
と
き
上
蓄
は
、
「
仕
進
に
急

(
9〉

な
り
」
、
「
其
れ
亦
た
狂
潟
の
流
か
」
と
い
う
よ
う
な
、
彼
ら
の
偲
人

的
資
質
に
の
み
帰
結
さ
せ
て
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。

彼
ら
の
怒
り
の
上
警
は
、
文
学
無
力
の
時
代
の
到
来
に
対
す
る
、
詩

人
た
ち
の
領
ワ
を
代
弁
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

詩
人
の

の
基
盤
と
な
る
は
ず
の
文
学
が
無
力
化
し
た



と
し
て
も
、
詩
人
た
ち
は
文
学
を
ぬ
棄
す
る
こ
と
は
な
い
。
晩
年
の

李
白
や
社
市
が
世
俗
の
宮
寅
を
関
心
の
埼
外
に
置
い
た
の
ち
、
ま
す

ま
す
詩
文
へ
の
情
熱
を
か
き
た
て
た
よ
う
に
。
窮
愁
・
流
離
の
不
幸

な
境
遇
は
、
む
し
ろ
偉
大
な
文
学
の
誕
生
を
促
す
陣
痛
と
も
な
る
の

で
あ
る
。

わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
も
厳
武
・
・
社
済
@
庚
誕
ー
と
い
う
四

人
の
権
資
に
対
し
て
、
「
知
己
」
「
良
媒
」
た
る
こ
と
を
求
め
て
体
当

り
し
た
任
華
は
、
結
局
、
自
負
す
る
文
学
を
買
わ
れ
て
栄
達
の
道
を

歩
む
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
の
ち
、
桂
川
刺
史
・
桂
管
紡
禦
観
察
伎

十
字
削
向
峻
の
幕
佐
と
し
て
桂
林
に
滞
在
し
た
彼
は
、
お
よ
そ
富
貴
・
栄

達
に
は
縁
の
な
い
辺
境
に
お
い
て
、
詩
人
と
し
て
の
輝
く
限
を
示
し

た
。
そ
れ
は
桂
林
の
風
光
へ
の
耽
溺
で
あ
り
、
詩
人
の
自
に
よ
る
桂

(
凶
)

林
の
美
の
発
見
で
あ
っ
た
。
彼
は
言
う
。

碧
峯
は
倫
明
慢
と
し
て
、
柏
梢
よ
り
出
で
、
虎
牙
の
如
く
し
て
、

さ
し
は
さ

天
を
爽
み
て
立
つ
有
り
。
加
へ
て
以
て
白
日
は
落
ち
ん
と
欲
し
、

佐
か
り
て
巌
の
半
ば
に
在
り
、
横
ざ
ま
に
灘
水
を
照
ら
し
て
、
月

は
徴
明
を
帯
ぶ
。
(
「
送
李
審
秀
才
同
市
湖
南
序
」
)

ろ
う
し
よ
う

羅
従
た
る
群
峯
、
青
石
よ
り
畳
出
し
、
透
盗
た
る
秋
水
¥
時

r

碧
沙
を
蔵
す
。
(
「
送
温
弓
馬
進
降
誕
方
物
序
!
一
)

霜
天
掃
ふ
が
如
く
、
低
れ
て
ヰ
一
丸
山
庄
に
向
か
ふ
。
加
へ
て
以
て

尖
山
万
童
、
平
地
に
卓
立
す
。
は
是
れ
鉄
色
、
鋭
、
き
こ
と
筆
鋒

序にほの
己 i受左京rl

っしし。
ノ¥

ワ復
、アこ

横2陽
り tヨ;
て・
三桂
山江
をの
こ.. 耳、
iコζ
す軍
有城
りを
o m各号

令り
送て
宗南
判走
官し
帰
滑治
台海

こ
れ
ら
は
す
べ
て
送
別
の
宴
中
に
お
け
る
描
写
で
あ
り
、
「
此
の

邦
の
詞
客
、
往
来
ま
た
多
し
と
云
ふ
」
(
「
送
貌
七
秀
才
赴
広
州
序
」
)

と
い
う
、
詩
人
漂
泊
の
思
い
を
根
底
に
蔵
す
る
の
で
あ
る
が
、
と
り

わ
け
最
後
に
引
い
た
河
南
の
滑
ム
口
県
に
帰
る
宗
一
伐
と
い
う
親
友
を
送

る
序
は
、
「
王
事
の
故
」
の
何
万
里
に
も
及
ぶ
旅
の
果
て
に
、
会
い
、

そ
し
て
別
れ
る
詩
人
の
苦
難
の
宿
命
を
、
桂
林
の
絶
景
を
背
に
描
く

佳
作
で
あ
る
。
引
用
部
分
に
続
け
て
、
彼
は
、

別
ち
中
朝
の
群
八
ム
、
宣
に
逮
荒
の
外
に
、
是
の
如
き
山
水
あ
る

し
か

を
知
ら
ん
や
。
山
水
既
に
爾
り
、
人
亦
た
其
れ
然
り
。
一
役
よ
此
に

対
し
て
、
我
と
手
を
分
か
つ
。
我
を
忘
る
る
は
尚
ほ
可
な
り
。
宣

に
此
の
山
水
を
忘
る
る
を
得
ん
や
。

と
述
べ
て
こ
の
序
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
「
中
朝
の
群
公
i

二云

々
達
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
任
華
が
ひ
た
す
ら
中
朝
に
お
け
る
栄
達

を
目
指
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
負
け
惜
し
み
に
も
似
た
屈
折

し
た
心
理
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
中

朝
の
群
公
は
桂
林
の
山
水
の
美
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
な

く
、
そ
の
絶
景
の
中
で
出
会
い
別
れ
る
毅
友
の
心
構
を
も
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
だ
、
と
彼
は
続
け
る
。
「
私
を
忘
れ
て
も
構
わ
な
い
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が
、
こ
の
桂
林
の
山
水
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
」
と
い
う
宗
一
公
へ
の

言
葉
は
、
万
感
を
込
め
た
詩
人
の
心
か
ら
出
る
の
で
あ
る
。
任
華
は

中
朝
に
居
並
ぶ
群
公
の
一
人
に
は
な
れ
な
か
っ
た
が
、
一
方
で
は
そ

れ
を
超
え
た
価
値
あ
る
も
の
を
摺
ん
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

士エ(
1
〉
吋
全
唐
詩
』
巻
一
一
六
一
「
任
華
ー
一
小
伝
に
「
其
亦
狂
沼
之
流
敗
。
」
と

あ
る
。

(

2

)

任
華
に
つ
い
て
は
、
岩
波
新
書
塁
?
自
』
(
ア
l
サ

i
-
ウ
ェ
イ
リ

i
著
、
小
川
環
樹
・
架
山
稔
訳
、
一
九
七
三
年
一
月
)
第
九
輩
、
な
ら
び

に
補
-
注
・
訳
注
に
、
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
任
華
の

作
品
の
制
作
年
代
、
お
よ
び
、
彼
が
李
白
に
贈
っ
た
「
雑
一
言
贈
李
白
」

詩
、
な
ら
び
に
、
彼
が
社
甫
に
贈
っ
た
「
雑
言
贈
社
拾
遺
」
詩
に
関
し
て

は
、
拙
稿
「
任
翠
に
お
け
る
李
白
・
杜
甫
」
〈
『
人
文
論
究
』
第
五
十
三

号
、
北
海
道
教
育
大
学
謡
館
人
文
学
会
、
一
九
九
二
年
三
月
)
を
参
照
さ

れ
た
い
。
本
稿
に
は
、
該
稿
に
お
け
る
論
証
を
も
と
に
し
て
記
述
す
る
部

分
が
あ
る
。

(

3

)

質
主
の
事
跡
に
つ
い
て
は
、
停
瑛
珠
『
唐
代
詩
人
叢
考
』
(
中
華
警

局
、
一
九
八

O
年
一

O
月
)
「
資
至
考
」
に
詳
し
い
。

(
4
〉
任
翠
の
「
懐
紫
上
人
草
書
歌
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
懐
索
上
人
草

山
中

M
駄
を
め
ぐ
っ
て
」

Q
語
学
文
学
』
第
三
十
号
、
北
海
道
教
育
大
学
語
学

文
学
会
、
一
九
九
二
年
三
月
)
の
中
で
言
及
し
て
い
る
。

(
5
〉
『
唐
詩
紀
事
』
巻
二
十
二
「
任
翠
」
の
条
に
、
高
適
が
任
華
に
贈
っ

た
詩
を
載
せ
る
。
そ
れ
は
次
の
通
り
。

「
丈
夫
結
交
須
結
食
、
賞
者
結
交
交
始
課
、
世
人
不
解
結
交
者
、
唯
重
黄

金
不
重
人
、
黄
金
難
多
有
量
時
、
結
交
一
成
無
掲
期
、
君
不
見
管
仲
興
飽

叔
、
至
今
留
名
名
不
移
。
」

金
銭
な
ど
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
男
と
男
の
強
烈
な
友
清
が
詠
じ
ら

れ
る
が
、
お
そ
ら
く
任
華
の
生
き
方
に
共
鳴
し
て
の
詩
で
あ
ろ
う
。
高
適

も
ま
た
、
開
直
な
交
清
を
重
ん
じ
た
人
で
あ
る
。

(
6
)

樗
瑛
諒
主
編
『
唐
才
子
伝
授
築
』
第
一

m
m
(
中
華
書
局
、
一
九
八
七

年
五
月
)
一
八

O
頁。

(

7

)

『
唐
捺
号
一
口
』
巻
六
「
公
薦
」
に
収
録
さ
れ
る
。

ハ
8
〉
こ
こ
に
「
劉
希
夷
・
王
怜
然
」
等
の
名
が
出
る
の
は
正
し
く
な
い

が
、
そ
う
し
た
伝
承
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
円
関
元
天
費
遣
事

十
種
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
一
月
〉
に
収
め
ら
れ
る
『
明
皇

雑
鋒
』
の
「
補
選
」
で
は
、
「
天
資
中
、
劉
希
夷
・
王
昌
齢
・
組
一
詠
・
張

若
虚
・
孟
浩
然
・
常
建
・
李
白
・
杜
甫
、
唯
有
文
名
、
倶
流
落
不
偶
、
持

才
浮
誕
而
然
也
。
」
と
あ
る
。
王
冷
然
は
じ
め
、
数
名
が
欠
け
て
い
る
。

(

9

)

『円乏.ふふ+

れ
る
G

(
叩
)
中
野
美
代
子
『
龍
の
住
む
ラ
ン
ド
ス
ケ

i
プ
』
(
福
武
醤
応
、
一
九

九
一
年
十
月
)
二
二
七
頁
「
桂
林
発
見
史
」
に
、
桂
林
の
風
景
を
、
望
郷

の
念
を
か
き
た
て
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
「
そ
の
ま
ま
『
奇
峰
』
と
し

て
詠
ん
だ
の
は
、
玄
京
朝
の
張
九
齢
が
最
初
で
あ
る
」
と
あ
る
。
溜
州
出

江
の
人
で
あ
る
張
九
齢
と
は
違
い
、
在
翠
に
望
郷
の
念
の
な
か
ろ
う
は
ず

は
な
い
が
、
送
別
の
府
で
、
桂
林
の
品
一
一
天
景
を
去
り
行
く
人
に
強
く
焼
き
つ

け
よ
う
と
す
る
彼
の
描
写
は
み
ご
と
で
あ
る
。
(
北
海
道
教
育
大
学
)
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